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街頭募金中止について（お知らせ） 

毎年１０月１日に、共同募金運動の

一環として、市内の駅・小売店にご協

力をいただき街頭募金運動を実施

いたしておりましたが、今年度は新

型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止の観点から中止することになり

ました。 

じぶんの町を良くするしくみ 

赤い羽根共同募金 

気軽に、楽しく、かわいく！募金

にご協力いただけるよう、全国の共

同募金会から学び、共同募金会橋本

市支会でも、オリジナ 

ルピンバッジを制作することにし

ました。売り上げは全額共同募金会

への寄付となります。 

デザインは、橋本市の大人気キャ

ラクター「はしぼう」が共同募金の

シンボルである『赤い羽根』をもっ

ています。バッグや帽子など、いろ

んなところにつけていただき、赤い

羽根共同募金の PRにつながればと思

っています。 

「はしぼう」（寄付付き） 
発売に向けて準備中！ 

マスコットキャラクター 

はしぼう 

ピンバッジデザイン（案） 

製作段階のため、変更に 

なる場合があります 

ご当地ピンバッジ 

詳細が決まりましたら、広報誌「なごみ」やホームページでお知らせします！ 

今年も、10月 1 日から令和 3年 3月 31 日まで、赤い羽

根共同募金運動が始まります。この運動は、民間の社会福祉

事業を推進するための募金として「社会福祉法」に位置付け

られ全国一斉に展開されます。 

本市においても、共同募金橋本市支会が様々な形で募金活

動を行います。 

10 月になりますと各区長・自治会長さんを 

通じてお願いする各世帯への「個別募金」 

の他、「法人募金」「職域募金」「学校募金」 

などを行います。ご協力をお願いい 

たします。 

お寄せいただいた募金は、県共同募金会 

を通じて申請のあった、地域の社会福祉 

施設や更生保護施設、NPO を含む 

福祉団体の備品購入や施設修繕、 

広域（圏域等）福祉団体主催事業 

及び社協の地域福祉活動などに 

助成されます。 

地域のさまざまな福祉や 

ボランティア活動のご支援に 

ご協力ください。 
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（敬称略） 

英迫さん/下坂博信/木全満知子/池之側 喬 

橋本市障害児者父母の会/悠久の杜保護者会/ 

恋野区１１班サロンびわのこ/ 

㈱リビングセンター長野/橋本市役所/ 

紀見北地区民生委員児童委員協議会/ 

 
使用済み切手・書き損じはがき等をいただきました 

善意のお気持ち 
市社会福祉協議会では、市民のみなさまからの「地域の

ために使ってほしい」という思いのこもった金銭や物品

等をお預かりして、地域福祉のために大切に使っていま

す。みなさまのあたたかい善意をお待ちしています。 

 

●救急医療情報キット「あんしんカプセル」 
あんしんカプセルは、自宅で急に体調が悪くなる

など、救急搬送時に必要な「持病」「医療情報」「緊

急時連絡先」などの情報を記したカードをカプセル

に入れ冷蔵庫に保管、救急隊員から医師に必要な情

報を伝え、迅速な治療に役立てます。 

 

＊カプセルはペットボトル 

（５００ml）程度の大きさ 

＊お一人様につき１セット 

（カプセル、情報カード等） 

もしもの時のお助けアイテム ●私の想いノート「エンディングノート」 
「いざという時」に、あなたの大切な人へあな

たの「想い」（思い）を伝えます。「もしもの時」

に役立つよう、自分の大切な情報を記録しておき

ましょう。内容は、私のプロフィール（預貯金・

保険・年金等）、病気（告知・延命治療）、介護が

必要になった時、葬儀、お墓等です。 

 

＊ノートは 

B５版５２ページ 

＊お一人様１冊 

無料 
配布 

●相談・お問い合せ先  

市社会福祉協議会 電話 33-0294 

●どんな事業？ 

高齢者や知的障害・精神障害のある方など、判

断能力が不十分な方の、日常生活上の手続きやお

金の管理などのお手伝いをします。 

たとえばこんな時… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス利用援助事業 

担当者の 

～社会福祉協議会からのお知らせ～ 
 
 
 
○職種   登録ヘルパー 
○雇用形態 登録 
○仕事内容 (生活支援)調理、掃除、買い物等 

(身体介護)食事、入浴介助、清拭 
○給与等  (生活支援)時給 1,000 円～ 

(身体介護)時給 1,400 円～ 
○要資格  普通自動車第１種免許及び次のいずれか。 

・ホームヘルパー2 級 
・介護職員初任者研修修了者 
・介護福祉士 

○応募期間 随時 
○申込方法 「介護職員採用申込書（履歴書）」を提

出してください。市社会福祉協議会で
配布します。 

 
お問い合せ 市社会福祉協議会 担当：辻脇 

電話 33-0294 FAX33-4377 

社会福祉協議会の介護職員募集 
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この広報は、みなさまにご協力いただいた社協会費・赤い羽根共同募金により発行しています。 

 

社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会 橋本市社協 
社協ホームページ 

  

◎心配ごと相談 
１０月２日（金）・５日（月）・19 日（月） 

13:00～16:00 

日常生活の悩みごとや心配ごと。 

◎暮らしの安全・防災のご相談 
１０月１日（木）13:00～16:00 

 テーマ：家具転倒防止 

◎まちの法律家なんでも相談 
１０月１５日（木）13:00～16:00 

相続・遺言・成年後見制度など 

 ※要予約（先着 4 名まで） 

◎生活福祉資金貸付相談 
 （月）～（金）9:00～17:00 

 失業による生活再建、入学・就学費など 

◎介護相談 
 （月）～（金）9:00～17:00 

 介護に関すること 

 
※相談場所はいずれも橋本市保健福祉センター。 
（心配ごと相談は金曜日のみ高野口地区公民館） 
※相談に関する問い合せ先は、市社会福祉協議会   
 電話：３３-０２９４まで。 
 
コロナウイルスの感染拡大防止のため、相談事業
を中止する場合がありますのでご了承ください。 

Vol.９ 防災のチェック 

   

●わが家の防災チェック 

色々な防災事象について各家庭で話合い、対策につ

いてチェックポイントを考えてみませんか？ 

 ① 避難場所と避難ルートを確認 

 ② 非常備蓄品を準備 

 ③ 家の内外の安全対策 

 ④ 地震時の行動パターン 

 ⑤ 帰宅困難に備える 

 ⑥ 安全な避難のポイント 

 

◎「暮らしの安全・防災」のご相談では、 

テーマ以外の事でもお伺いします。 

 

社協の相談事業 

相談予定カレンダー 

※防災士資格をお持ちの方、橋本防災士の会に参加しま

せんか。会では現在、２名の女性会員がおられます。女性

の方、歓迎します。 

  車椅子 

市内在住の方で、一時的に車椅子を必

要とする方。利用期間は原則２週間程

度もしくは１か月以内です。 

費用は無料です。 

 

    福祉車両 

市内在住の障がい者、高齢者、歩行が

困難で車椅子を利用されている方。 

原則３日以内が利用期間です。費用は

無料です（使用燃料のみ自己負担）。 

申請は、希望する日の 3 か月前から

1 週間前までに提出が必要です。 

 

※いずれも利用前にお電話で空き状況

等をご確認ください。 

電話：３３-０２９４ 

日常生活を支える車椅子や福祉車両の貸し出しを行っています 


